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第 16回犯罪被害者等施策推進会議の決定を踏まえた 

各種修学支援施策の周知について（通知） 

 

 

本年６月６日に開催された犯罪被害者等施策推進会議において、別添１の「犯

罪被害者等施策の一層の推進について」（令和５年６月６日犯罪被害者等施策推

進会議決定）が決定されました。当該決定においては、犯罪被害者等基本法（平

成 16年法律第 161号）の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住

地域にかかわらず、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び

平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に

途切れることなく受けることができるようにするため、具体的な取組として、医

療・生活・教育・納税の各分野にわたる各種社会保障・社会福祉等制度について、

関係府省庁において、制度の内容に応じ、関係機関・団体に対し速やかに通知を

発出するなどし、犯罪被害者等に配慮した取扱いを行うよう要請し、又は犯罪被

害者等もこれらの制度を利用し得ることを周知することとされております。 



 

 

文部科学省においては、各学校段階において、家庭の経済状況にかかわらず、

すべての意志ある者が安心して教育を受けることができるよう、教育にかかる

経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とした各種修

学支援施策を実施しています。それらの各種修学支援制度においては、児童生徒

及び学生が予期しなかった事由等を理由に修学を断念することがないよう、家

計が急変した場合に対応する特例等を定めています。 

また、各自治体において、義務教育段階における就学援助制度により、経済的

理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、必要な援

助が行われているところですが、家計急変などにより、年度の中途において認定

を必要とする者についての認定及び必要な援助の実施に配慮することに関して

も、御留意いただくよう通知等で示しているところです。 

 

ついては、下記１の事項について、各都道府県教育委員会におかれては、指定

都市を含む各市町村教育委員会に周知いただくとともに、市町村教育委員会に

おかれては支援を必要とする保護者が支援を利用できるよう、小中学校等及び

支援を必要とする保護者等に対する周知への御協力をお願いいたします。 

また下記２、３の事項について、各都道府県教育委員会におかれては、所管の

学校（高等課程を置く専修学校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委

員会に対し、市町村教育委員会はその設置する学校に対し、各指定都市教育委員

会におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事におかれては、所轄の学校

等に対し、高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第

12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置

会社に対し、各国公立大学長におかれては、その附属の高等学校に対して、独立

行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれては、その設置する学校に対し、

独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その設置する海上技術学校に

対し、厚生労働省におかれては所管の専修学校に対し、周知くださいますようお

願いします。また、各学校おいて、下記の事項について御承知おきいただき、支

援を必要とする生徒、学生等が各制度を利用できるよう周知その他の御協力を

お願いいたします。 

 

記 

 

１．就学援助制度における家計急変対応 

 各市町村において実施している就学援助制度については、従来より、転入学又

は被災、家計急変など、年度の中途において認定を必要とする者については、速

やかに認定し、必要な援助を行うよう配慮することを通知において留意事項と

して示しているところ、犯罪被害等により家計が急変した場合においても、年度

の中途において認定を必要とする者については、速やかに認定し、必要な援助を

行うよう配慮すること。また、就学援助制度の存在を知らないために支援を受け

られないということがないよう、犯罪被害等により家計が急変した者も含め、年

度の中途において認定を必要とする者に対して、遺漏なく周知すること。 

 

 

 



 

２．高等学校等就学支援金制度及び高校生等奨学給付金制度における家計急変対応 

 高等学校等就学支援金制度において、保護者等の負傷・疾病による療養のため

勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職

など、従前得ていた収入を得ることができない場合については、特例的に高等学

校等就学支援金を支給できるよう家計急変世帯への支援の仕組みを創設してお

り、犯罪被害等により家計が急変した場合にも支援の対象になりうること。 

また、高校生等奨学給付金制度については、家計が急変した世帯に対しての給

付を可能としていることから、犯罪被害等により家計が急変した場合について

も支援の対象になりうること。 

 

３．高等教育の修学支援新制度における家計急変対応 

 高等教育の修学支援新制度は、生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかっ

た事由が生じたことにより緊急に支援を受けること（既に支援を受けている学

生等にあっては、支援額を変更すること）が必要となった場合又は授業料等減免

及び学資支給金を受けようとする者が、確認大学等に入学した日前一年以内に

離職したことにより、支援措置を受けようとする年の収入の著しい減少が見込

まれる場合については、家計が急変した学生等に係る特例措置として、授業料の

減免及び学資支給金の支給を行うこととしており、犯罪被害等により家計が急

変した場合にも支援の対象になりうること。 

 

（別添１）「犯罪被害者等施策の一層の推進について」（令和５年６月６日犯罪被

害者等施策推進会議決定） 

（別添２）犯罪被害者等のための制度の拡充等について（依頼）（警察庁丙審教

厚発第７号令和５年６月８日） 

（別添３）家計急変した高校生等への支援について 

（別添４）家計急変した学生等への支援ついて 

 

【本件連絡先】 

 

○就学援助制度について 

   文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課 就学支援係 

   電話番号：03-5253-4111(内線 4671) 

 

○高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金制度について 

文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課高校修学支援室 

   電話番号：03-5253-4111(内線 3578) 

 

○高等教育の修学支援新制度について 

文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室 

電話番号：03-5253-4111(内線 3496) 

 

 （うち公立大学・短大・高専、国立・公立・私立専門学校関係） 

   電話番号：03-5253-4111(内線 3280) 

   ※総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室内 

   ※各学校からはまず都道府県にお問い合わせください。 



犯罪被害者等施策の一層の推進について 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 ６ 日 

犯罪被害者等施策推進会議決定 

 

 犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被

害原因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び

平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることな

く受けることができるようにするため、以下の各取組を実施することとする。 

 

１ 犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討 

    犯罪被害給付制度について、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、民事訴訟にお

ける損害賠償額も見据えて、算定方法を見直すことによる給付水準の大幅な引上げや仮給付

制度の運用改善に関して検討を行い、１年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて必要

な施策を実施する。 

２ 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設 

    犯罪被害者等支援弁護士制度について、法務省において、犯罪被害者等が弁護士による継

続的かつ包括的な支援及びこれに対する経済的援助を受けることができるよう、同制度の導

入に向けて速やかに具体的検討を行い、必要に応じ、関係機関等との調整を図るなどして、

１年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて所要の法整備を含めた必要な施策を実施す

る。 

３ 国における司令塔機能の強化 

    犯罪被害者等施策の推進に関して、国家公安委員会・警察庁において、司令塔として総合

的な調整を十分に行うこととし、実務を担う警察庁における体制を強化するほか、国家公安

委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議を開催し、同会議を活用するなどして各取組

の検討状況を含めた犯罪被害者等施策の進捗状況を点検・検証・評価するなどし、犯罪被害

者等施策の一層の推進を図る。 

４ 地方における途切れない支援の提供体制の強化 

    地方における途切れない支援を一元的に提供する体制の構築（ワンストップサービスの実

現）に向け、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、地方公共団体における総合的対

応窓口等の機能強化や関係機関・団体との連携・協力の一層の充実について、国による人材

面・財政面での支援を含め検討を行うとともに、より円滑な支援の実現に向け、ＤＸの活用

に関しても検討を行い、１年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施

する。 

５ 犯罪被害者等のための制度の拡充等 

    医療・生活・教育・納税の各分野にわたる各種社会保障・社会福祉等制度について、関係

府省庁において、制度の内容に応じ、関係機関・団体に対し速やかに通知を発出するなどし、

犯罪被害者等に配慮した取扱いを行うよう要請し、又は犯罪被害者等もこれらの制度を利用

し得ることを周知する。 

また、犯罪被害者等に対する質の担保された治療としてのカウンセリングの保険適用の改

善については、中央社会保険医療協議会において、令和６年度診療報酬改定に向けた議論を

行って結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施する。 
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警察庁丙審教厚発第７号

令 和 ５ 年 ６ 月 ８ 日

関係府省庁犯罪被害者等施策担当官 殿

警察庁長官官房審議官

（犯罪被害者等施策担当）

犯罪被害者等のための制度の拡充等について（依頼）

今般、第16回犯罪被害者等施策推進会議が開催され、別添の「犯罪被害者等

施策の一層の推進について （令和５年６月６日犯罪被害者等施策推進会議決」

定）が決定されました。

当該決定では、医療・生活・教育・納税の各分野にわたる各種社会保障・社

会福祉等制度について、関係府省庁において、制度の内容に応じ、関係機関・

団体に対し速やかに通知を発出するなどし、犯罪被害者等に配慮した取扱いを

行うよう要請し、又は犯罪被害者等もこれらの制度を利用し得ることを周知す

るよう求められておりますところ、関係府省庁におかれましては、当該決定を

踏まえ、速やかに必要な対応をしていただきますようお願いします。

【本件担当】

警察庁犯罪被害者等施策担当参事官室

大矢、杉本

TEL：03‐3581‐0141 (内線2825、2813）

hanzaihigai.npa@npa.go.jpE-mail：
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③授業料軽減
お住いの都道府県が定める要件に該当する方が対象
※都道府県によって実施状況が異なります。

学校種：高等学校のほか、各都道府県が定める学校種が対象

都道府県独自の授業料支援のしくみです。

年収約270万円未満相当（住民税所得割非課税相当）になった世帯が対象

お問合せ・申込みは、学校またはお住まいの都道府県へ

それぞれ申込みが必要です。

②高校生等奨学給付金 教科書費・教材費など、
授業料以外の教育費支援のしくみです。

「学びたい」をあきらめないで。

お問合せ・申込みは、学校またはお住まいの都道府県へ

離職、倒産等による減収などで家計が急変した世帯の方は、国やお住い
の都道府県の支援が受けられます。

家計急変した高校生への支援

都道府県の
お問合せ先

私立公立

都道府県の
お問合せ先

公立
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/mext_01240.html

私立
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/mext_01241.html

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm

①
家計急変事由（負傷・疾病で就労困難、自己の責めに帰することのできない理由での離職等）が
発生し、世帯年収が約590万円未満相当まで減少した世帯が対象

お問合せ・申込みは、学校へ
※家計急変支援リーフレットもご参照ください。

高等学校等就学支援金

家計急変支援制度 国の授業料支援のしくみです。
※令和５年４月から実施

学校種：高等学校、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年生）、専修学校（高等課程）など

学校種：高等学校等就学支援金の対象校と高校の専攻科（特別支援学校は「特別支援教育就学奨励費」の支援があります）

文科省
家計急変支援
制度サイト

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/01754.html

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/mext_01240.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/mext_01241.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/01754.html
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家 計 急 変 支 援 申 請

初 回 審 査

支 給 開 始

収 入 状 況 確 認

家 計 急 変 事 由 の 発 生

収 入 状 況 届 出

支 給 継 続
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学
生
の
４
人
家
族
で
、両

親
の
一
方
が
働
い
て
い
る
場
合
の
目
安

支
給
限
度
額

月
額
：

33
,0

00
円

（
公
立
高
校
等
は
月
額
：

9,
90

0円
）

※
通
常
の
就
学
支
援
金
に
お
け
る
約

59
0万

円
未
満
程
度
の
世
帯
の
支
給
限
度
額
と同

じ
※
公
立
高
校
な
どの
場
合
で
、現

在
す
で
に
支
給
限
度
額
を
受
給
して
い
る
（
授
業
料
に
相
当
す
る
額
を
受
給
して
い
る
）
方
の
場
合
は
、支

給
額
が
変
更
とな
らな
い
た
め
、申

請
は
不
要
で
す

要
件
の
詳
細
は
裏
面

申
請
方
法
の
詳
細
は
、学

校
ま
た
は
都
道
府
県
に
お
問
合
せ
くだ
さい
。

倒
産
に
よ
り解

雇
され
る
な
ど、
家
計
急
変
事
由
に
該
当
す
る
こと

とな
った
場
合
、速

や
か
に
学
校
に
申
請
す
る
こと
が
で
き
ま
す
。

〇
対
象
とな
る
家
計
急
変
事
由
に
該
当
す
る
こと
を
証
明
す
る
書
類

〇
家
計
急
変
事
由
発
生
後
の
収
入
状
況
が
わ
か
る
書
類

を
提
出
して
くだ
さい
。（

申
請
後
の
提
出
で
も
可
）

申 請 書

家 計 急 変

事 由 証 明

書 類

収 入 証 明

書 類

収 入 状 況

届 出

収 入 証 明

書 類

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金

申
請
月
あ
る
い
は
翌
月
分

か
ら支

給
され
ま
す
。

（
学
校
の
代
理
受
領
）

収
入
状
況
届
出
とと
も
に
、現

在
の
収
入
状
況
が
わ
か
る
書
類
とし
て

直
近
約
６
か
月
分
を
提
出
して
く

だ
さい
。

随
時
受
付

1月
・7
月

収
入
状
況
が
改
善
して
い
る
場
合
は
、家

計
急
変
支

援
は
終
了
しま
す
（
この
場
合
、収

入
が
す
で
に
回

復
して
い
た
時
点
に
さか
の
ぼ
って
終
了
）
。

前
年
の
課
税
所
得
に
よ
って
は
、通

常
の
就
学
支
援

金
が
支
給
され
る
場
合
も
あ
りま
す
。

収 入 回 復 届 出

再
就
職
す
る
な
ど推

計
年
収
が

約
59

0万
円
以
上
相
当
に
回
復
す

る
と見

込
ま
れ
る
状
況
に
な
った
ら必

ず
届
出
を
して
くだ
さい
。こ
の
場
合
、

家
計
急
変
支
援
は
終
了
しま
す
。収 入 回 復

届 出

収 入 状 況

届 出

随
時



背
景

課
題

対
象
とな
る
家
計
急
変
事
由


主
な
家
計
急
変
事
由

１
．
保
護
者
等
が
会
社
員
な
ど被

雇
用
者
の
場
合

•負
傷
・疾
病
に
よ
る
療
養
の
た
め
に
勤
務
で
き
な
い
こと
（
そ
の
後

90
日
以
上
就
労
困
難
）

•自
己
の
責
め
に
帰
す
る
こと
の
で
き
な
い
理
由
に
よ
る
離
職
※

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
記
載
され
た
以
下
の
離
職
理
由
コー
ドの
離
職
理
由
が
対
象

（
例
：
会
社
都
合
の
解
雇
、正

当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職
（
倒
産
状
態
の
会
社
を
離
職
、妊

娠
出
産
育
児
、父

母
の
扶

養
、親

族
の
常
時
看
護
等
に
よ
る
離
職
）
）

２
．
保
護
者
等
が
自
営
業
者
な
どの
場
合

•負
傷
・疾
病
に
よ
る
療
養
の
た
め
の
廃
業
・休
業
（
そ
の
後

90
日
以
上
就
労
困
難
）

•営
む
事
業
が
債
務
超
過
等
の
状
況
※
とな
り、
そ
の
事
業
を
廃
止
等
した
場
合

※
破
産
手
続
の
開
始
（
破
産
法

18
、1

9条
）
、特

別
清
算
開
始
の
申
立
て
（
会
社
法
第

51
1条

）
、再

生
手
続
開
始
の
申
立
て
（
民
事
再
生
法

第
21
条
）
、更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
（
会
社
更
生
法
第

17
条
）
、金

融
取
引
の
停
止

•妊
娠
、出

産
、育

児
等
に
よ
り事

業
を
廃
止
し、
そ
の
後

30
日
以
上
の
就
労
が
困
難
な
場
合

•保
護
者
等
の
父
母
の
死
亡
、疾

病
・負
傷
等
（

90
日
以
上
）
の
た
め
、保

護
者
等
の
父
母
を
扶
養

す
る
た
め
に
事
業
の
廃
止
を
余
儀
な
くさ
れ
た
場
合

•常
時
保
護
者
等
本
人
の
看
護
を
必
要
とす
る
親
族
の
疾
病
、負

傷
等
（
事
業
を
廃
止
し、
そ
の
後
看
護
を
必
要
とす

る
期
間
が

30
日
以
上
、ま
た
は
、常

時
の
介
護
が
必
要
な
も
の
）
の
た
め
に
事
業
の
廃
止
を
余
儀
な
くさ
れ
た
場
合


そ
の
他
の
家
計
急
変
事
由

•被
災
に
よ
り就

労
困
難
等
とな
った
場
合
（
当
面
の
間
、新

型
コロ
ナ
ウ
イル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
収
入
減
も
含
む
）

※
会
社
役
員
、公

務
員
に
つ
い
て
も
家
計
急
変
事
由
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
。

※
詳
細
は
、「
家
計
急
変
支
援
申
請
の
手
引
き
」及
び
同
手
引
き
内
に
あ
る
「家
計
急
変
事
由
対
象

一
覧
」を
参
照
。


対
象
とな
らな
い
場
合

•定
年
退
職
、自

己
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
る
自
己
都
合
退
職

等
※
対
象
とな
る
事
由
は
「家
計
急
変
事
由
対
象
一
覧
」を
参
照
。

※
保
護
者
等
の
死
亡
や
離
婚
は
、就

学
支
援
金
の
家
計
急
変
事
由
に
該
当
しな
い
が
、保

護
者
等
の
変
更
に
係
る
申
請
・届
出
を
す
る

こと
で
通
常
の
就
学
支
援
金
の
対
象
とな
る
場
合
が
あ
る
。

対
象
とな
る
収
入
要
件


算
定
基
準

家
計
急
変
事
由
発
生
後
の
減
少
し
た
収
入
の
状
況
を
も
とに
し
た
世
帯
の
推
計
年
収
が
約

59
0万

円
未
満
相
当
に
な
った
場
合
に
対
象
とな
る

＋


算
定
方
法

家
計
急
変
事
由
発
生
後
の

3か
月
の
収
入
状
況
か
ら年

収
を
推
計
し
、所

定
の
算
定
方
法
を
用
い

て
「算
定
基
準
額
に
相
当
す
る
額
」を
算
出
す
る
。

※
入
学
前
に
家
計
急
変
事
由
が
生
じ
た
場
合
な
ど、
事
由
が
生
じて
か
ら4
か
月
以
上
経
過
し
て
い

る
場
合
は
申
請
月
の
前

3か
月
の
収
入
状
況
で
算
出
す
る
。

（
す
で
に
通
常
の
就
学
支
援
金
の
受
給
権
者
で
、月

の
初
日
よ
り後

に
申
請
して
い
る
場
合
は
そ
の
翌
月
の
前
３
か
月
）

※
１
月
、７

月
の
収
入
状
況
確
認
時
は
直
近
の
原
則

6か
月
の
収
入
状
況
で
算
出
す
る
。

※
算
定
方
法
の
詳
細
は
「家
計
急
変
支
援
申
請
の
手
引
き
」を
参
照
。な
お
、申

請
時
の
計
算
に

は
同
手
引
き
内
に
あ
る
「年
収
推
計
シ
ー
ト
」を
用
い
て
算
出
す
る
。

実
際
に
は
家
計
急
変
事
由
発
生
後
の
収
入
か
ら年

収
を
推
計
し、
省
令
で
定
め
る
「算
定
基
準
額
に
相
当
す
る
額
」が

15
4,

50
0円

未
満
に
な
った
場
合
に
対
象
とな
る
。

算
定
基
準
額
に
相
当
す
る
額

＜
15

4,
50

0円
算
定
基
準
額
に
相
当
す
る
額
＝
市
町
村
民
税
の
課
税
標
準
額
に
相
当
す
る
額

×
６
％

－
市
町
村
民
税
の
調
整
控
除
の
額
に
相
当
す
る
額

※
１

政
令
指
定
都
市
の
場
合
、「
市
町
村
民
税
の
調
整
控
除
の
額
に
相
当
す
る
額
」に

3/
4を
乗
じる
。

※
２

算
定
基
準
額
に
相
当
す
る
額
は
、百

円
未
満
切
り捨

て
。

要
件
の
詳
細
は
「家
計
急
変
支
援
申
請
の
手
引
き
」等
を
参
照
し
て
くだ
さ
い
。

「家
計
急
変
支
援
申
請
の
手
引
き
」

〇
家
計
急
変
事
由
証
明
書
類

家
計
急
変
事
由
を
証
明
す
る
書
類
（
原
則
、第

三
者
が
証
明
）
を
申
請
者
が
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
例
：
医
師
に
よ
る
診
断
書
（

90
日
以
上
就
労
が
困
難
な
旨
が
記
載
され
て
い
る
も
の
）
、雇

用
保
険
受
給
資
格

者
証
、破

産
手
続
開
始
を
証
明
す
る
書
類

等
）

〇
収
入
証
明
書
類

・課
税
対
象
とな
る
所
得
に
係
る
証
明
書
類
（
非
課
税
の
も
の
は
不
要
）
。

（
例
：
給
与
明
細
、年

金
振
込
通
知
書
、帳

簿
等
）

・離
職
前
の
勤
務
先
か
らの
給
与
、賞

与
、退

職
金
等
が
離
職
後
に
支
給
され
る
場
合
は
推
計
年
収
に
は
含
め
な
い
。

※
課
税
対
象
とな
る
事
業
所
得
、不

動
産
所
得
、利

子
所
得
、配

当
所
得
、給

与
所
得
、雑

所
得
、譲

渡
所
得
、

一
時
所
得
、山

林
所
得
を
得
て
い
る
場
合
に
、対

応
す
る
証
明
書
の
提
出
が
必
要
。

「家
計
急
変
事
由
対
象
一
覧
」
「年
収
推
計
シ
ー
ト
」

離
職

理
由

コ
ー

ド
11

（
1A

）
12

（
1B

）
21

（
2A

）
22

（
2B

）
23

（
2C

）
31

（
3A

）
32

（
3B

）

34
（

3D
）

離
職

理
由

事
業

所
移

転
に

伴
う

正
当

理
由

の
あ

る
自

己
都

合
退

職
正

当
な

理
由

の
あ

る
自

己
都

合
退

職
(（

3A
)、

(3
B)

又
は

(3
D)

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

特
定

の
正

当
な

理
由

の
あ

る
自

己
都

合
退

職
（

平
成

 2
9 

年
３

月
 3

1 
日

ま
で

に
離

職
し

た
被

保
険

者
期

間
６

月
以

上
 1

2 
月

未
満

に
該

当
す

る
も

の
に

限
る

。
）

33
（

3C
）

解
雇

（
1B

)及
び

被
保

険
者

の
責

め
に

帰
す

べ
き

重
大

な
理

由
に

よ
る

解
雇

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

事
業

の
継

続
が

不
可

能
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

解
雇

特
定

雇
止

め
に

よ
る

離
職

（
雇

用
期

間
３

年
以

上
雇

止
め

通
知

あ
り

）
特

定
雇

止
め

に
よ

る
離

職
（

雇
用

期
間

３
年

未
満

等
更

新
明

示
あ

り
）

特
定

理
由

の
契

約
期

間
満

了
に

よ
る

離
職

（
雇

用
期

間
３

年
未

満
等

更
新

明
示

な
し

）
事

業
主

か
ら

の
働

き
か

け
に

よ
る

正
当

な
理

由
の

あ
る

自
己

都
合

退
職

文
部
科
学
省

家
計
急
変
支
援
制
度
サ
イ
ト

※
Ex
ce
l形
式
の
資
料
は
「家
計
急
変
支
援
制
度
サ
イト
」に
掲
載
して
い
ま
す
。

（
令
和

5年
3月

31
日
現
在
）



高校生等奨学給付金
～奨学のための給付金～

高校生等・保護者の方々へ

高校等の教育費を支援します！

世帯状況
給付額（年額）

国公立 私立

生活保護受給世帯【全日制等・通信制】 32,300円 52,600円

非課税世帯【全日制等】（第１子） 117,100円 137,600円

非課税世帯【全日制等】（第２子以降）
※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合 143,700円 152,000円

非課税世帯【通信制・専攻科】 50,500円 52,100円

文部科学省のwebサイトに都道府県のお問合せ先などを掲載しています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm

令和５年度の給付額

● 教科書費、教材費など、授業料以外の教育費を支援する
返還不要の給付金です。

● 生活保護世帯、住民税所得割が非課税の世帯が対象です。
※ 家計が急変して非課税相当になった世帯も対象になります。

● 学校またはお住まいの都道府県への申し込みが必要です。
※ 授業料支援の高等学校等就学支援金とは別々に申し込みが必要です。

● 新入生は、４～６月に一部早期支給の申請ができます。
※ 都道府県によって実施状況が異なります。

詳しくは、学校またはお住まいの都道府県にお問い合わせください。

※家計急変の場合は、申込み月によって給付額が変わります。



ど
ん

な
学

生
が

対
象

に
な

る
の

？

世
帯

収
入

や
資

産
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と

住
民

税
非

課
税

世
帯

及
び

そ
れ

に
準

ず
る

世
帯

（
※

）

進
学

先
で

学
ぶ

意
欲

が
あ

る
学

生
で

あ
る

こ
と

成
績

だ
け

で
判

断
せ

ず
、

レ
ポ

ー
ト

な
ど

で
学

ぶ
意

欲
を

確
認

将
来

、
社

会
で

自
立

し
、

活
躍

で
き

る
よ

う
、

し
っ

か
り

と
勉

学
に

励
む

こ
と

が
大

切
で

す

要
件

を
満

た
す

学
生

全
員

が
支

援
を

受
け

ら
れ

ま
す

。

給
付

型
奨

学
金

の
支

給
額

は
？

区
分

自
宅

通
学

自
宅

外
通

学

大
学

・
短

期
大

学
・

専
門

学
校

国
公

立
約

 3
5

万
円

約
 8

0
万

円

私
立

約
 4

6
万

円
約

 9
1

万
円

高
等

専
門

学
校

国
公

立
約

 2
1

万
円

約
 4

1
万

円

私
立

約
 3

2
万

円
約

 5
2

万
円

給
付

型
奨

学
金

の
支

給
額

（
年

額
）

(住
民

税
非

課
税

世
帯

〈
第

Ⅰ
区

分
〉

の
場

合
)

対
象

に
な

る
学

校
は

？

一
定

の
要

件
を

満
た

す
こ

と
を

国
等

が
確

認
し

た

大
学

、
短

期
大

学
、

高
等

専
門

学
校

（
４

年
・

５
年

）
、

専
門

学
校

に
通

う
学

生
が

支
援

を
受

け
ら

れ
ま

す
。

第
Ⅰ

区
分

（
住

民
税

非
課

税
世

帯
）

の
場

合
は

、
下

記
の

額
が

支
給

さ
れ

ま
す

。
（

第
Ⅱ

区
分

、
第

Ⅲ
区

分
の

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

第
Ⅰ

区
分

の
額

の
２

/
３

、
１

/
３

）

2
0

2
0

年
4

月
か

ら
新

し
い

給
付

奨
学

金
・

授
業

料
等

減
免

制
度

が
ス

タ
ー

ト
！

授
業

料
・

入
学

金
の

サ
ポ

ー
ト

は
？

国
公

立
私

 立

入
学

金
授

業
料

入
学

金
授

業
料

大
学

約
 2

8
万

円
約

 5
4

万
円

約
 2

6
万

円
約

 7
0

万
円

短
期

大
学

約
 1

7
万

円
約

 3
9

万
円

約
 2

5
万

円
約

 6
2

万
円

高
等

専
門

学
校

約
  
  
8

万
円

約
 2

3
万

円
約

 1
3

万
円

約
 7

0
万

円

専
門

学
校

約
  
  
7

万
円

約
 1

7
万

円
約

 1
6

万
円

約
 5

9
万

円

授
業

料
等

の
免

除
・

減
額

の
上

限
額

(年
額

)
(住

民
税

非
課

税
世

帯
〈

第
Ⅰ

区
分

〉
の

場
合

)

給
付

型
奨

学
金

の
対

象
者

は
、

授
業

料
と

入
学

金
の

減
免

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

（
第

Ⅱ
区

分
、

第
Ⅲ

区
分

の
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
第

Ⅰ
区

分
の

額
の

２
/
３

、
１

/
３

）

世
帯

収
入

に
よ

っ
て

支
援

を
受

け
ら

れ
る

額
が

変
わ

る
の

？

例
4

人
家

族
〈

本
人

(1
8

歳
)･

父
(給

与
所

得
者

)･
母

(無
収

入
)･

中
学

生
〉

で
、

本
人

が
ア

パ
ー

ト
な

ど
自

宅
以

外
か

ら
私

立
大

学
に

通
う

場
合

の
支

援
額

(年
額

)

上
限

額

給
付

型
奨

学

金

約
9

1
万

円

授
業

料
減

免

約
7

0
万

円

注
）

年
収

目
安

は
あ

く
ま

も
一

例
で

す
。

兄
弟

姉
妹

の
数

や
年

齢
等

の
世

帯
構

成
な

ど
で

異
な

り
ま

す

年
収

目
安

～
2

7
0

万
円

住
民

税
非

課
税

世
帯

〈
第

Ⅰ
区

分
〉

上
限

額
の

2
/
3

上
限

額
の

1
/
3

約
3

0
万

円

約
6

1
万

円 約
4

7
万

円

約
2

3
万

円

～
3

0
0

万
円

〈
第

Ⅱ
区

分
〉

～
3

8
0

万
円

〈
第

Ⅲ
区

分
〉

自
分

が
支

援
の

対
象

に
な

る
か

調
べ

て
み

よ
う

。

世
帯

収
入

に
応

じ
た

３
段

階
の

基
準

で
支

援
額

が
決

ま
り

ま
す

。

進
学

資
金

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

ー

高
等

教
育

の
修

学
支

援
新

制
度

※
 生

活
保

護
世

帯
や

社
会

的
養

護
を

必
要

と
す

る
者

（
児

童
養

護
施

設
や

里
親

の
も

と
で

養
育

さ
れ

て
い

た
者

等
）

も
 本

人
の

所
得

で
判

定
し

低
所

得
で

あ
れ

ば
支

援
対

象
 （

生
活

保
護

世
帯

の
出

身
者

は
、

父
母

が
生

活
扶

助
を

受
け

て
い

る
者

）

＆

y-koga
スタンプ



家
計
が
急
変
し
た
学
生
等
へ
の
支
援
に
つ
い
て

趣
旨

高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
（
授
業
料
等
減
免
＋
給
付
型
奨
学
金
）
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
を
対
象
と
し
て
支
援
。

住
民
税
は
、
前
年
所
得
を
も
と
に
算
定
さ
れ
て
い
る
が
、
予
期
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
家
計
が
急
変
し
、
急
変
後
の
収
入
状
況
が
住
民
税
に
反
映
さ
れ
る
前
に
緊

急
に
支
援
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
急
変
後
の
所
得
の
見
込
に
よ
り
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
支
援
対
象
と
す
る
。

原
則

家
計
急
変
の
場
合
の
特
例

申
込

年
２
回
（
４
月
始
期
分
、
1
0
月
始
期
分
）

随
時

支
援
開
始
時
期

４
月
始
期

又
は

1
0
月
始
期

随
時
（
認
定
後
速
や
か
）

※
申
請
日
の
属
す
る
月
の
分
か
ら
支
給
開
始

対
象
者

家
計
、
学
業
そ
の
他
の
要
件
を
満
た
す
者

急
変
事
由
が
生
じ
た
者
の
う
ち
、
家
計
、
学
業
そ
の
他
の
要
件
を
満
た
す
者

所
得
基
準

住
民
税
非
課
税
世
帯
・こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
つ
い
て
、
下
記
の
算
式
に
よ
り
判
定

市
町
村
民
税
所
得
割

課
税
標
準
額
×

6
%

 ー
 (
調
整
控
除
の
額
＋
税
額
調
整
額

)
左
記
に
準
ず
る
額
（
年
間
所
得
の
見
込
額
を
基
に
基
準
額
を
算
定
）

判
定
対
象
と
な
る

所
得

前
年
所
得

※
機
構
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
住
民
税
情
報
を
捕
捉

急
変
事
由
が
生
じ
た
後
の
所
得

※
給
与
明
細
や
帳
簿
等
で
確
認

支
援
区
分
の
変
更

毎
年
、
夏
に
最
新
の
住
民
税
情
報
を
確
認
し
、
1
0
月
分
の
支
援
か
ら
、
支
援
区
分

を
見
直
し
（
年
１
回
）

３
カ
月
毎
に
、
急
変
事
由
が
生
じ
た
後
の
所
得
を
確
認
し
、
都
度
、
支
援
区
分
を
見
直

し
（
一
定
期
間
経
過
後
は
通
常
の
扱
い
に
戻
す
）

家
計
を
急
変
さ
せ
る
予
期
で
き
な
い
事
由
(※
３

)

（
急
変
事
由
）

生
計
維
持
者
（
学
生
の
父
母
等
）
の
死
亡
、
事
故
・
病
気
（
に
よ
る
就
労
困
難
）
、

失
職
（
※
１
）
、
災
害
等
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
家
計
急
変
も
対
象
）

父
母
等
に
よ
る
暴
力
等
か
ら
の
避
難
（
※
２
）

（
※
１
）
失
業
に
つ
い
て
、
定
年
退
職
や
正
当
な
理
由
の
な
い
自
己
都
合
退
職
等
の
自
発
的
失
業
は
含
ま
な
い
。

（
※
２
）
公
的
機
関
に
よ
る
保
護
証
明
書
が
必
要
。
2
0
2
2
年

7
月

1
日
よ
り
申
請
受
付

（
※
３
）
こ
の
ほ
か
、
本
人
が
大
学
等
進
学
の
た
め
に
離
職
し
た
こ
と
で
進
学
後
の
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合
も
対
象

（
高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度

～
授
業
料
等
減
免
・
給
付
型
奨
学
金
～
）

支
援
額
（
例
）

授
業
料
等
減
免

給
付
型
奨
学
金

入
学
金

授
業
料

自
宅
生

自
宅
外
生

国
公
立
大
学

約
2
8
万
円

約
5
4
万
円

約
3
5
万
円

約
8
0
万
円

私
立
大
学

約
2
6
万
円

約
7
0
万
円

約
4
6
万
円

約
9
1
万
円

※
左
記
は
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
場
合
。
準
ず
る
世
帯
の
場
合
は

2
/3
又
は

1
/3
。

※
短
期
大
学
、
高
専
、
専
門
学
校
は
そ
れ
ぞ
れ
支
援
額
が
異
な
る
。
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